
 

第１１期第９回小金井市男女平等推進審議会（令和７年度第４回）次第 

 

            日時：令和７年１１月１９日（水）   

  午前９時３０分～１１時３０分  

          場所：市役所西庁舎第五会議室     

 

１ 議  題 

⑴ （仮称）第７次男女共同参画行動計画（案）の策定について 

  ア 市民懇談会の結果について 

  イ 小中学生アンケート調査結果報告書について 

  ウ 素案について 

 ⑵ 男女共同参画施策の推進について 

  ア 「小金井市第６次男女共同参画行動計画」の推進について（提言案） 

 ⑶ その他  

 

２ 報告事項 

 ⑴ DV 防止普及啓発パネル展の実施について 

⑵ その他   

 

３ その他  

 

４ 配布資料 

 資料１ 市民懇談会実施結果 

 資料２ 素案（令和７年９月時点）に対する委員意見一覧 

 資料３ （仮称）第７次男女共同参画行動計画素案（パブリックコメント案） 

 資料４ 計画新旧対照表 

 資料５ パブリックコメント説明資料（概要版） 

 資料６ 10/10 提言案に対する委員意見一覧 

 資料７ 11/19 提言案に対する意見シート  

     

参考  

１ 第１１期第 8 回（令和７年１０月１０日）会議録 

２ 小中学生アンケート実施結果報告書 

３ 小金井市第６次男女共同参画行動計画推進状況調査報告書（令和６年度    

実績） 

４ 小金井市第６次男女共同参画行動計画の推進について（提言案） 

５ 「かたらい」６２号 



資料１  

 

（仮称）小金井市第７次男女共同参画行動計画（素案）に関する  

市民懇談会実施結果  

 

１ 日 時  

令和７年１１月８日（土）午後２時～午後４時  

 

２ 場 所  

萌え木ホール（Ａ会議室）  

 

３ 参加者数  

 ９人（女性６人、男性３人）  

  ※ 保育、手話通訳利用はなし。  

 

４ アンケート提出  

６人（女性３人、男性３人）  

  女性 ５０代１人、８０代１人、９０代１人  

  男性 ７０代１人、８０代２人  

 

５ 出席者  

○  男女平等推進審議会委員 ７人  

（出席）倉持清美委員（会長）、石田静子委員、井口よう子委員、  

安藤能子委員、小山田智恵委員、牧野まや委員、吉田孝委員  

（欠席）眞鍋倫子委員（副会長）、檀原延和委員、降旗優次委員  

○  事務局 ３人  

梅原啓太郎（企画財政部長）、北村奈美子（男女共同参画担当課長）、  

藤榮兄（男女共同参画室主任）  

○  コンサルタント会社（㈱ジャパンインターナショナル総合研究所）  

地引綾、藤平颯太  

 

６ アンケート集計結果  



⑴ 懇談会を知ったきっかけ（複数回答あり）  

   市報 １人、市ホームページ・X ０人、ポスター・チラシ ２人、

知人等の紹介  ４人、その他 0 人  

 

⑵ 説明や質疑応答の内容のわかりやすさ  

   とてもわかりやすかった  ３人、わかりやすかった 0 人、どちらと

もいえない  ２人、わかりにくかった  １人  

 

⑶ 自由記入欄（原文のまま）  

  ・苦情申し立て→助言→小金井職員の男女平等理念の扶植不足→改善に

ついて書き込む  

  ・女性優位の事業について統計情報を付して計画書を作成すること  

  ・もっとフランクな雰囲気で意見交換を出来る場所を希望する（つみ重

ねの議論が必要と思う）  

  ・まとめるのは大変なことと思いますが、こういったこんだん会をひら

くのは非常に重要で貴重なことと思っております。今後もぜひ市民との

こんだん会を審議会として開いて頂くことを望みます。  

  ・自分の聴力が弱っている事に気がつきました。  

  ・女性は生まれた時から母性機能を持っている。忘れてはいけない。女

性も男性も協力して生活していけばよい  

  ・出席できてよかったと思います。  

 

７ 主な質疑応答   

  別紙、発言録参照  
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（別紙） 

11 月８日 小金井市 （仮称）第７次男女共同参画行動計画策定に向けた市民懇談会 発言録                

発言者 内容 回答者 内容 

C 市長に対してこれまで提言をしても、なかなか反映された実

感が得られない。市の意思決定のなかで市民の意見がどのよ

うに扱われているのか疑問を持っている。また、「労働者の

97％が派遣・日給を望んでいる」という統計が示されること

があるが、現実の感覚とは乖離しているように感じる。小金

井市の計画についても、毎回内容を組み替えている印象が強

く、継続性や新たな方向性が見えづらいと感じている。 

会長 女性の就業状況を見ると、年齢とともに正規雇用率が低下

し、いわゆる「L 字カーブ」を描く特徴がある。一方で、非

正規雇用は年齢とともに増加するという構造があり、一概に

「皆が正規雇用を望んでいる」とも言い切れない実態があ

る。 

みんな正規雇用になりたいのかと思いきや、非正規雇用が良

いという人もいる。 

委員 正規雇用を望んでも就くことができない人をどう支え、どの

ように社会全体で補い合うかが、男女共同参画の重要な課題

である。 

B 「男女共同参画」という言葉自体に堅い印象があり、市民が

気軽に関わりにくいと感じる。こうした意見交換の場も含

め、より話しやすく、敷居の低い雰囲気が必要ではないかと

考える。 

また、女性活躍について社会的に注目は集まっているもの

の、依然として「男性社会」の中で進める難しさも感じてい

る。 

- - 

 

G 今回資料を見て初めて知った内容も多く、市民一般はこうし

た資料に触れる機会が少ないと感じる。市は情報発信をどの

ように行っているのか、また市民に情報が届くような工夫が

十分に行われているのかを知りたい。 

事務局 本日の素案は今回の懇談会で初めて市民に公開した。今後は

パブリックコメントに付し、広く意見を募る。日頃の情報発

信としては、市報、情報誌「かたらい」（年２回発行）、市ホ

ームページ、X（旧 Twitter）などを活用しているが、「情報

が伝わりにくい」という声があることも認識しており、引き

続き改善に努める。 



2 

発言者 内容 回答者 内容 

資料中の横文字・専門用語は一般市民には理解しにくい。ジ

ェンダーギャップ等の用語には解説を付すべきである。ま

た、日常的に使われる「ご主人」「主人」などの表現が不平

等を象徴している場合があり、言葉遣いにも配慮が必要であ

る。 

事務局 専門用語については市民に分かりやすくするため、計画書の

巻末に用語集を掲載する予定である。 

E 計画に困難女性支援法についての記載があったことは評価

している。同法では地方自治体の責務が明記されており、市

としても取り組みが期待される。 

一方で、小金井市の「女性相談支援員」は専門職ではなく兼

務であり、深刻化・複雑化する困難女性の課題に十分対応で

きていないと感じる。相談窓口の時間帯・曜日の見直し、ど

こに相談すればよいか分からない市民への案内、アウトリー

チの実施など、相談体制の強化が必要である。また、担当課

職員自身が関連法制度を十分理解していないケースもあり、

市内部の知識共有・意識改革も求められる。 

委員 ご意見として受け止め、今後の検討に活かす。 

D アンケートの「男の子だから／女の子だからと思うことがあ

るか」という設問の回答率が、中学生になるとむしろ増えて

いる点に違和感を覚える。本来は年齢が上がるにつれて固定

観念が薄れていくと考えていたが、なぜ逆の傾向が出ている

のか。 

また、学校において男女差別につながる事象があると資料に

記載されているが、具体的に学校ではどのような男女平等教

育を行っているのか知りたい。 

さらに、家事の「得意・不得意」という項目も、性別役割を

前提としているように感じられる。男性が「家事が不得意」

ジャパン

総研 

本調査は東京都の調査項目と完全に同一項目で実施してお

り、比較できるように設計している。 

「男の子だから／女の子だからと思うことがあるか」という

質問には条件付けをしておらず、回答は子どもたちの日常経

験に基づく素直な反応と考えられる。 

調査は、性別に対する子どもたちの意識を把握し、計画に反

映することを目的としている。 
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発言者 内容 回答者 内容 

と決めつけることは不適切であり、設問自体に疑問がある。

女性が働きやすい環境整備こそが、正規雇用を目指す基盤に

なる。 

F 長年、国際比較の視点から働く女性の状況を研究してきた

が、日本では学校や警察などでの性暴力・ハラスメントが続

発しており、非常に憂慮している。 

計画の取り組み④「ストーカー行為やハラスメント、性犯罪

等への適切な対応」について、欧州のように“母性機能”を

社会的価値として位置づける観点を盛り込むべきではない

か。母性を社会的に保障すべきという法制度が欧州には存在

し、日本でも導入が求められる。特にイタリアでは育児休暇

や出産費用の無償化が 30 年以上前から進んでいる。 

委員 関連する法制度として母体保護法があるが、この点について

は検討の余地がある。 

委員 欧州における法制度の具体例について、もう少し詳しく知り

たい。 

EU 全体の政策として母性保護が制度化されており、ILO な

ど国際機関でも基準が示されている。 

- - 

B アイスランドやフィンランドで男女平等をテーマにしたデ

モが起きていたが、世界的に先進国と言われる国でも課題が

生じる点が印象的だった。 

また、配偶者が病気となり家事を担う中で、家庭内労働の大

変さを強く実感した。若い頃に受けた家庭科は実は重要であ

ると感じている。高齢期には男女の別を超えて助け合うこと

が必要であり、世代によって課題が異なることを整理する必

要がある。 

委員 世代ごとに課題や認識の違いがあり、発信方法も工夫する必

要がある。 

是非、ご自身の体験を公の場で話していただくと、同じ年代

の方に響くのではないか。 

A 昨年度の男女共同参画に関する苦情事案について、市長や担

当課から公式な謝罪がないことに疑問を持っている。 

また、男性 35 歳・女性 20 歳以上という条件を設けたゴルフ

事務局 ゴルフ競技の件は苦情処理委員において「市の施策として不

適当」との報告が示されている。 

市職員の意識啓発に努めていく。 
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発言者 内容 回答者 内容 

大会について、審議会も情報を把握していたにもかかわらず

是正がなかった点も問題である。計画には、市職員自身の男

女平等に関する意識改革を明示的に盛り込んでほしい。 

さらに、男女平等基本条例では性別に偏りがある場合の積極

的改善措置が認められているが、女性に特化した施策につい

ては、差別の実態を示す客観的エビデンスが必要である。 

C 男女では身体的な機能が異なる部分もあり、法律上ある程度

区別して扱う考え方も必要ではないかと思う。 

- - 

G 長年男女共同参画の活動に関わってきたが、最近高齢者向け

の「さくら体操」に参加したところ、男性が一人もおらず、

参加者はほぼ女性だった。買い物でも女性が多く、男性は家

庭内に留まる傾向があるように見える。高齢男性にも積極的

に地域活動に参加してもらえるような働きかけが必要では

ないか。 

委員 高齢層には性別役割意識が残っている場合も多く、世代に応

じたアプローチが必要と考える。 

B 買い物に行くと若い人は夫婦で来ている。私たちの世代で家

事やっているのは女性だけ。 

委員 世代ごとに男女共同参画の違いがあるようだ。 

E アウトリーチについて改めて要望したい。困難女性の支援に

は地域の居場所づくりが重要であり、民間団体との連携強

化、市内における担い手の発掘も必要である。市役所だけで

担うことは難しく、地域資源を活かした仕組みが望ましい。 

- - 

A 「困難女性」という言葉自体が分かりにくく、定義や対象に

ついて明確に説明してほしい。 

- - 

H 困難女性支援法に基づく基本計画について、国立市では独自

に策定している。小金井市でも既存計画に包含するだけでな

く、法律に沿った個別計画を作成すべきではないか。 

- - 
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発言者 内容 回答者 内容 

また、若年層の居場所づくり、民間団体（特に小金井市内で

は少ない）の育成・醸成も必要である。 

C 市内にはさまざまな「居場所」が増えすぎている印象があり、

市全体としての方向性や愛着づくりをどう考えるかも必要

ではないか。 

- - 

 



№ 委員 内容 対応

1 牧野
素案P49 No. 45 「リプロダクティブヘルス ライツ」と言っても、意味がわからない方がいらっしゃるかもしれません。
訳の「性と生殖に関する健康と権利」を注釈で併記されては、いかがでしょうか。

P48の初出にのみ日本語訳を入れておりました。ご指摘のとお
り、No.45の事業名、説明分及びP49の頭の説明文など、５箇所
に「リプロダクティブヘルス ライツ」という表記がありまし
たので、一旦そのすべてに（性と生殖に関する健康と権利）を
追加する方向で修正いたしました。

2 石田
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律について、素案P7に令和８年から１２年に本計画の実施期間、となっておりますが、第１４条
「市町村男女共同参画計画」に対して小金井市の実情は令和８年からとして現在手を差し伸べないわけにはいかないと思いますが、シェル
ターを用意するとかの処置は行っているのでしょうか。

市が運営するシェルターはありませんが、東京都と連携をとっ
ています。また緊急時には一時保護を行っています。

3 石田
「こがねいパレット」、および「かたらい」の認知度の市⺠意識調査の結果が一割未満。小金井市市報にメイン記事を載せるコーナーを作っ
たらどうか。そして本誌が置いてある市の施設を記載する事。発行部数を増やす予算を増やすことも必要だと思います。

市報では発行のたびに表紙の写真付きでお知らせしています。
市施設にはほぼ配架をお願いしています。発行部数は毎号1,600
部で、在庫も確保しながら調整していきます。

4 石田
DVには 関心も多いと思いますが、誰にも言えず困っていることに、更年期障害があるかと思います。相談項目に更年期障害を入れたらどうか
と思います。

更年期障害の相談事業はやっていません。市⺠向けの事業で
は、ストレートに更年期対策などと銘打っていませんが、健康
づくりの教室や健康講演会などがあります。研修は、更年期に
関する内容を含んだものは行っていません。

5 降旗
素案３P最下段、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）＜令和７年（2025年）６月施改正法公布＞誤植で
は。

修正します。

6 倉持
p16労働力率
労働力率は、働くかどうかを示しますが、正規雇用比率を載せれば、どんな形で働くかが見えてきます。今後はこちらの方も重要になるので
はないでしょうか。

正規雇用比率は、P15に掲載しています。一方で、いわゆるL字
カーブのデータとなる年齢別の正規雇用比率は市町村別のデー
タが公表されていません。そのため、国のデータであれば掲載
は可能となります。

7 倉持
p22多摩３市男女共同参画推進共同研究会 「聞き書き集 小金井の女性たち」編纂への支援
市⺠参加による推進事業のうち、すでに終わっているものについては、その活動を今後どのように活かしていくのかを書いたほうがよいよう
に思います。過去のものとするのではなく、未来につながるものとして位置づける方が有意義ではないかと。

安藤委員の案文を反映済みです。

（仮称）第７次男女共同参画行動計画素案（令和７年９月時点）に対する委員意見一覧
資料２
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8 倉持
No.16パートナーシップ宣誓制度施策
① 性の多様性への理解促進 の事業名ですが、これは制度としてあるので、むしろ施策の方向（２）男女共同参画の基盤となる人権の尊重
施策③ 多文化共生のまちづくり ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

事業名を「パートナーシップ宣誓制度」から「パートナーシッ
プ宣誓制度の運用と周知」に変更しました。

9 倉持

P37施策の方向（２）生涯を通じた男女平等教育の推進
子どもの育ちに関わる保護者に対して、男女平等や人権、固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）への
正しい理解を促す啓発に取り組みます。また、人生100年時代を見据え、誰もが生涯にわたり男女共同参画への理解を深め、男女平等意識に基
づいた行動を実践できるよう、家庭や地域に向けた学習機会の充実を図ります。

保護者に対する無意識の思い込みヘの正しい理解を促す啓発は、具体的な事業としてはどれになりますか？

まずは各担当課の事業を通した男女平等理念の普及を望みた
い。男女共同参画室が作成を予定する冊子の活用機会を7次計画
期間中に広めたいと考えます。

10 倉持

P39しかしながら、こうした暴力は家庭内など限られた関係性の中で起こるものと捉えられがちであり、周囲が気づかないまま、被害が潜在
化・深刻化しやすい傾向があります。

間違ってはいませんが、誤解を生む表現かもしれません。例えば、「こうした暴力は、家庭内など親密な関係性の中で起こることが多く、周
囲が気づきにくいため、被害が潜在化・深刻化しやすい傾向があります。」

修正します。

11 倉持

p57施策の方向（１）育児支援体制の整備
「保護者の多様なニーズに対応した保育・子育て支援サービスの充実と、必要な情報の提供に取り組みます。」

主要課題では「意識改革」を求め、施策の方向「情報の提供に取り組む」となっていますが、ここの事業では、情報の周知に関して書かれて
いないように思います。たとえば ６２では、具体的な事業に「訪問指導と今後の利用できる支援についての周知」ということも入れられる
のではないかと思います。実際にやっていることだとは思いますが。。６６も意識改革と結びつくように、事業内容が「妊娠・出産・育児を
パートナーとともに学び、ともに歩んでいけるように、⺟子手帳の交付の際に「⽗親ハンドブック」を配布する」としてもよいのかなと思い
ました。もちろん、シングルで産む方への配慮は必要ですが。

No.60事業内容補記、No.62具体的な事業の補記、No.66具体的
な事業の補記をしました。
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12 倉持

No.85東京都農業経営者クラブが主催する先進地視察、勉強会、セミナー等への女性農業者への参加を促進します。

「農業や自営業などに携わる男女がともに快適に働けるよう、就労環境の改善に向けた取組を促進します。」が施策の方向ですが、これらの
セミナーは就労環境の改善に通じる内容なのでしょうか？「アクセサリー作りの講習会」「アサヒ飲料富士山工場の視察」とかであれば、施
策の方向とマッチしているのかどうか、疑問です。方向を変えたほうがよい？

説明文に研修機会の提供を追記しました。

13 倉持

No.89⾼齢者福祉や、子育て支援、⻘少年健全育成など、様々な領域で活動する地域団体の活動を支援します。

「男女がともに積極的かつ主体的に参画できる環境づくりを支援します。あわせて、地域における男女共同参画の意識を⾼め、自治会⻑など
の地域リーダーに女性が起用される機会の拡大を促進」とあります。具体的な事業で団体名が記載されていますが、この団体も様々なことを
していると思います。施策の方向にあった、どのような具体的な事業を評価していくことになるでしょうか。

事業担当課は補助金支出で男女の活躍できる団体活動を支援し
ているところです。

14 井口

◎P38 No.23 家庭教育学級の開催
 令和6年度の推進状況調査報告書にて、PTA活動が縮小傾向にあり、担い手不足であることが述べられていますが、次期計画でもPTA連合会
への委託前提で良いのでしょうか？
 この事業について、小中学生を対象にした無意識の思い込みにかかる調査結果と関連して、少し提案させていただきます。
 本調査結果をもとに、「性別に対する思い込みが強い部分」を抽出し、次期計画に反映いただいている点は、良いと思います。一方で、子
ども達の記述回答からは、アンコンシャスバイアスに捕らわれていない、自由で率直な意見が沢山見受けられました。次の世代を担う子供た
ちには、既に感覚的にジェンダーレス思考が根付いていることを感じることができ、大変興味深い内容でした。これらのポジティブに受け止
められる回答も、なにかしら事業に活かしていくことができたら良いのではと思います。
 例えば、施策の方向性（P37）において、「保護者に対して…アンコンシャスバイアスへの正しい理解を促す啓発に取り組む」と述べられて
おりますので、「No.23家庭教育学級」は、本調査結果を題材に取り上げる良い機会になるのではないかと思った次第です。
 もちろん、これまでのようにPTA連合会（や保護者）に委託し、各校で出たアイディアをベースに実施される内容でも良いと思いますが、
PTAや保護者の負担軽減の観点から、市からアンケート結果を題材として取り上げていただくことも、一つの案として提案いただき、子ども
世代と親世代とでのアンコンシャスバイアスの差異について話し合う場が持てたりすると良いのではないでしょうか？（行動計画に具体的に
記載いただきたいということではございません。生涯学習課に是非ご検討いただきたい点として、意見させていただきました。）
 それ以外の事業でも、本調査結果で得られた子ども達のジェンダーレス思考を示す回答を、大人世代への啓発に活用いただけたらと思いま
した。
 アンコンシャスバイアスは、説明や啓発の仕方を誤ると、性別による差異を否定するものである、との誤解につながる恐れもあろうかと思
います。また、世代によって、啓発の仕方が異なってくる部分もあるかと思います。新しい取組ですので、手探りになるかとは存じますが、
性別にとらわれず、個々の違いを受け入れつつ、それぞれの意思が尊重される社会づくりに向け、大変有意義な取組になると思いますので、
大きな期待を寄せております。

ご意見承ります。No.16のご意見と重なる点がある点は併せて
検討いたしました。
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15 井口

◎P53 No.54 困難な問題を抱える女性への支援体制の整備の検討
「女性を支援するための支援調整会議の設置を検討します。」とありますが、次期計画期間中の設置は難しいでしょうか？実際の設置は第8次
以降という想定でしょうか？ 重点計画として位置付けておられますし、関係部署との連携は非常に意義深いことですので、可能であればもう
少し踏み込んだ事業内容でも良い気がした次第です。

「設置と運用方法の検討」に記載を変更しました。

16 井口

◎ライフイベントにかかるワークライフバランス支援、男性の育児参加促進
 具体的にどの事業に該当するということではありませんが、強いて挙げるとしたら、P５５〜の基本目標Ⅱ・主要課題２、３にかかるところ
でしょうか。ライフイベント（妊娠・出産・育児）期に対する支援が手厚くなってくると、ライフイベントのない人への負担が大きくなって
しまうのが職場の常かと思います。また、育児期の人は、休暇の取得や時短勤務等に対し、少なからず周囲への罪悪感を抱いてしまっている
のが現状かと思います。ライフイベント期の方々のワークライフバランスがとれて、それ以外の人のバランスが崩れてしまうのは、私たちの
目指すところではありません。最近では、育児期の人に代わってサポートした人に対して、手当てを支給している企業もあるようです。それ
によって、育児期の人の罪悪感を軽減する効果もあるようです。ただ、そのようなインセンティブに頼らずとも、「ライフイベント期の人
と、それ以外の人が、互いに気持ちよく働いていくにはどうしたらよいか？」という視点で、働き方改革や職場の雰囲気づくりについて意見
交換できる機会をもつだけでも、気づきを得ることができ、次の施策につながるかもしれません。また、慣例的に続けてきた業務の中には、
なくしてしまっても全く支障のない業務も散見されるのではないかと思います。本来の業務量は、誰かをサポートするための余力が持てるく
らいの量が理想なのだろうと思います。（仮に、その余力を誰かのサポートに充てなくでも、自己研鑽のための時間として業務時間内に充て
られるようになると、個人にとっても職場にとっても良い相乗効果が得られるのでは、と思います。）絵に描いた餅かもしれませんが、是
非、庁内で率先してご検討いただけたらと思います。

ご意見として承ります。庁内においては担当課と共有したいと
思います。

17 井口

◎男女共同参画という表現について
 男女共同参画という表現は今期で最後にし、次の表現にシフトしていくべきではないでしょうか？本行動計画は、性別だけにとどまらず、
世代や価値観、国籍、生活環境など、個々の様々な違いに理解を深め、協働できる体制を創り上げていこうとする内容で構成されており、真
の多様性に踏み込んでいると思います。事業内容に、より適した表現に率先して変えていくことで、未来志向の計画であることを市⺠に示す
ことができ、次の世代へバトンを渡していくことができるのではないかと思いますので、国を追い越す勢いで、検討を進めていただけたらと
思います。（表現の変更について、次期計画に盛り込む必要はないと思いますが、第8次行動計画では新しい表現に向け検討してみてはいかが
でしょうか？）

ご意見として承ります。

18 小山田
各基本目標の重点施策
基本目標I-３（1）②は重点項目ではない？
基本目標II-1（2）①は重点項目ではない？

第6次の重点は６つでしたが、第7次では５つとして提示させて
いただきます。次回審議会で承認いただきたいと思います。

19 小山田
基本目標Iの主要課題
主要課題の５と６を入れ替えた方がよいのでは？
６の内容の方がより重要な項目と考えるためです。

入れ替えても問題ないですが、5次、6次と、この並びであり、
踏襲しています。重要度で並べているものではないため、一旦
このままとしたいと考えます。
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20 小山田

「事業内容」と「具体的な事業」の重複
P57 No.60のように事業内容と具体的な事業を分割する意味がない部分が散見されます
分けた方が見易いのは理解できますが、同じ内容を繰り返すのはがっかり感が大きいです。具体的な事業をを事業内容と区別できる部分は第6
次のように・で箇条書きすれば十分かと思います。

同内容の記述になっているところは、事業内容の説明を追記す
るなどして差別化できないかできるだけ検討したいと思いま
す。

21 小山田
男女平等→ジェンダー平等
第７次においては「ジェンダー平等」とする意向であると理解しています
「ジェンダー平等」とする際、男女→ジェンダーへの変更背景・考え方について簡潔に説明する必要があると思います。

初出が主要課題１。この下に説明を加えるか、または用語集に
載せたいと思います。

22 小山田
ストーカー
ストーカーは人を指す表現ではないでしょうか？
それぞれの文章の内容にもよりますが「ストカー行為」または「ストーキング」を使用する場合があると思います。

委員のご指摘のとおり、国においてもDVや性犯罪等の言葉と並
列にする際は「ストーカー行為」としているため、人を指して
いないものについては、「ストーカー行為」と修正させていた
だきます。

23 小山田
リ・スキリング
「リスキリング」はワンワードでは？

P65の表記ですが、国において「リ・スキリング」と表記され
ているため、それに倣っています。

24 小山田
挿入されたグラフへ参照番号挿入
文章内の説明裏付けとして、アンケート調査結果グラフを挿入していますが、例：P28、第３段落・・・10ポイント以上⾼くなってお
り・・・差があることが見られます（P29 グラフ①）。などとグラフに番号を振って読み手がわかりやすく誘導する方がよいと思われます。

図表番号をグラフに挿入して対応します。

25 安藤

第5次計画と第6次計画を見比べながら意見を書き出します。
１ 活字と冊子本体の紙質＝読みやすさ（⾼齢者、視力低下者にとって）
 ・紙質は、てかりが多くかなり白い第6次より第5次の方が見やすい。
 ・活字は第5次、第6次ともほぼ同じフォントだが、紙質との関係で第5次の方が活字がより⿊く見やすい。
 ・第7次素案のフォントは活字が小さいので、個人的には第5次だと読みやすい。全体の冊子の構成、フルカラーか一部カラーか、てかりを
抑えた紙質や⾊付け、白抜き⼜はカラー着⾊の地に⿊く活字を載せるなど全体のバランスやレイアウト、囲み方など工夫して、見やすく読み
やすいものにしてほしい。

ご意見として承ります。
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26 安藤

２ 第7次素案P2~6
 ①社会情勢 となっていますが、SDGｓ、ジェンダーギャップ指数の2点を大きなタイトル「男女共同参画をめぐる近年の動き」で記述する
のはちょっと厳しい気がします。うまく言えませんが。あえて載せるのなら①国際社会（の中で）または①国際情勢という小タイトルならバ
ランスがとれるかも。いろいろな男女平等、人権問題などの国際社会情勢が混沌として男女平等へのバックラッシュが起こっている中で、
SDGｓとGGIを上手に取り上げるのはいいと思います。その取り上げ方、文章案、もう少し練ったものにしてほしいです。さらに言えば、国際
研究機関が2025年に公表した達成状況をまとめたレポートの正式名称とQRコードでの情報提供もほしいところです。GGIについても同様に、
4分野のデータのうち日本を含むアジア諸国の順位を最低位から日本までを表で示すとか、QRコードで公表されている資料にアクセスできる
ようにしたらいかがでしょうか。ちなみに第5次ではページ下に脚注を入れていました。

タイトル修正します。QRコードはアドレスが変わらないかどう
か定かでないため見送りたいと思います。

27 安藤

３ 計画の策定体制P9
 第5次、第6次計画にはない項目⽴てになっていますね。そうであれば思い切って「小金井市⺠参加条例を持つ小金井市では広く市⺠の市政
への参加と協働を目指してきました。」と前振りをして、資料編にも市⺠参加条例を載せてはいかがでしょうか。そうするとこのページが充
実すると思いますし、形骸化しつつある市⺠参加条例にスポットライトをあてられるかも。

市⺠参加は市全体の方針であり、本計画が特別に取り⽴てて
扱っている条例ではない。（同様に子どもの権利条例も載せな
い。）⻑期計画や他の計画でも掲載はないため、他の計画と同
じ扱いとしたいと思います。

28 安藤
４ P9（１）（２）ともに詳細はQRコードで報告書にアクセスできるようにしましょう。せっかく手間暇かけ市税を使って得た情報は基本的
に市⺠の財産ですから。啓蒙、啓発の意味を含め。アンケート調査報告書は基本公表ですから。

QRコード掲載できるか検討したい。

29 安藤 ５ P9 職員の意識調査の実施も入れてはどうか。これもQRコード付きで。 前例に倣い掲載しないことでご理解ください。

30 安藤
６ P9（３）男女平等推進審議会の開催 修正案
 公募市⺠（５人）学識経験者（５人）で校正された男女平等推進審議会において、毎年度行う行動計画推進状況調査と市⻑への提言書作成
を同時並行して、5年ごとに作成する計画素案の内容や計画案について審議しました。

審議会の活動内容を知らせる項目ではないため修正なしとしま
す。

31 安藤
７ P9（４）パブリックコメント、市⺠懇談会の実施 修正案
 〜男女平等推進審議会主催の市⺠懇談会を実施しました。

計画策定全体が審議会の役割であり、あえて主催と書かなくて
も良いと考えます。

32 安藤
８ P22 多摩３市男女共同参画推進共同研究会
 「本研究会の活動は終了しました。」としたほうが他の事業が継続中なので第7次計画では明記したほうがいいのでは。
 締め括りました → 終了しました に修正の意。

委員の案のとおり修正します。
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33 安藤

９ P22  聞き書き集の修正案文を後日送ります。
  下から2行→ 〜 市はその活動を支援し、国内外の主要図書館で所蔵・公開されました。さらに、自主製作のDVD「写真でたどる小金井
の女性たち」は、令和3年（2021年）に「聞き書き集」2冊に加えて市⽴小中学校図書館「郷土コーナー」に配架され、副教材としての役割を
期待されています。加えて、市内音訳グループの手でテープ録音からデイジーCDに刷新された録音図書「聞き書き集」は、視覚障がい者、学
習障がい者など多様な受け取り手に届けられ、本市の男女共同参画の歩みが記録される貴重な財産となっています。

委員の案文のとおり修正します。

34 安藤 10 P74  独⽴行政法人男女共同参画機構法は初耳である。情報提供を。 P5に基本法の改正を追加し、P74から記載を移動しました。
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■（仮称）小金井市第７次男女共同参画行動計画　事業一覧（新旧対照表）

基本目標 施策の方向 施策 前回計画からの変更点 担当課
素案該当
ページ

1 人権に関する啓発資料の作成・活用
広報秘書課・
児童青少年課

30

2 男女平等に関する啓発資料の作成・活用

具体的な事業として「ジェ
ンダーバイアス解消に向け
た普及啓発用冊子の作成・
活用」を追加

企画政策課 30

3 人権・男女平等に関する図書・資料の収集と活用 企画政策課・図書館 30

4
情報誌「かたらい」、「こがねいパレット」記録集の発
行・周知

事業名に「こがねいパレッ
ト」記録集を追加

企画政策課 30

5 人権に関する講演会等の開催 広報秘書課 31

6 男女共同参画シンポジウムの開催 企画政策課 31

7 ｢こがねいパレット」の開催 企画政策課 31

8 メディア・リテラシーに関する普及・啓発 企画政策課 31

9 情報モラル教育の充実 指導室 32

10 表現ガイドラインの周知と活用
企画政策課・
広報秘書課

32

11 男女平等に関する苦情・相談の受付 企画政策課 32

12 人権侵害等に対する相談の実施
具体的な事業として「子ど
もオンブズパーソン」を追
加

広報秘書課・
企画政策課・
児童青少年課

32

13 平和に関する講演会等の開催
事業名から「人権」を削
除。人権に関する内容は
No.5に集約

広報秘書課 33

14 国際理解教育の推進 指導室 33

15 在住外国人との交流の推進
コミュニティ文化課・
公民館

33

削除 外国人相談の実施
近年の事業実施の状況を鑑
み、計画への掲載を見送っ
た

（広報秘書課） -

16 パートナーシップ宣誓制度の運用と周知 企画政策課 33

17 性の多様性に関する研修会等の実施 企画政策課・職員課 33

18 性の多様性に関する情報提供の実施 新規 企画政策課 34

19 保育・教育関係者に対する研修の充実 職員課・指導室 37

20 男女平等の視点に立った学校教育の推進 指導室 37

21 両親学級の充実 こども家庭センター 38

22 エンジェル教室・カルガモ教室の開催 こども家庭センター 38

23 家庭教育学級の開催 生涯学習課 38

24 人権尊重・男女平等の視点を踏まえた各種講座の実施 公民館 38

25 男女共同参画に関する講座等の開催支援 生涯学習課・公民館 38

主要課題 事業名

　
Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

１ 人権尊重・ジェンダー
平等意識の普及・浸透

【旧：人権尊重・男女平等意
識の普及・浸透】

（１）人権・男女平等の意
識改革の推進

①人権・男女平等に関する広
報・啓発活動の推進【重点】

②人権・男女平等に関する講
演会等の開催

（２）男女共同参画の基盤
となる人権の尊重

①メディア・刊行物等への配
慮

②人権尊重における相談対応
の充実

③多文化共生のまちづくり

（３）多様性への理解の推
進

①性の多様性への理解促進

２ 男女共同参画を推進す
る教育・学習の推進

（１）教育の場における男
女平等教育の推進

①幼少期や学校教育における
男女平等教育・学習の推進

（２）生涯を通じた男女平
等教育の推進

①家庭における教育・学習の
推進

②地域・社会における教育・
学習の推進

資料４
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基本目標 施策の方向 施策 前回計画からの変更点 担当課
素案該当
ページ

主要課題 事業名

26 ＤＶの防止に向けた啓発と情報提供 企画政策課 41

27 医療機関・関係機関への情報提供の充実 企画政策課 41

28 様々な機会を通じたＤＶの早期発見 こども家庭センター 41

29 小中学校での人権教育の推進 指導室 42

30 デートＤＶ防止対策の充実 企画政策課 42

31 被害者等に関する個人情報保護の支援 企画政策課・市民課 42

32 被害者の安全確保
事業名から「関係機関との
連携」を削除。連携に関す
る内容は、全事業で実施

企画政策課 42

33 生活の再建に向けた支援と情報提供

企画政策課・
地域福祉課・
子育て支援課・
こども家庭センター

43

34 要保護児童の保育・就学等の支援
具体的な事業として「要保
護児童対策地域協議会の開
催【再掲】」を追加

こども家庭センター・
保育課・学務課・
指導室

43

35 女性総合相談の活用 企画政策課 43

36 男性に対する相談支援窓口に関する情報提供 企画政策課 43

37 相談対応能力の向上 企画政策課・関係各課 44

38 庁内及び関係機関との情報共有・連携の強化 企画政策課 44

削除 配偶者暴力相談支援センターに関する機能の研究
近年の事業実施の状況を鑑
み、計画への掲載を見送っ
た

（企画政策課） -

②虐待等の防止対策・支援等
の充実

39 児童・高齢者・障がい者等に対する虐待防止対策の推進 主要課題1-4から移動
こども家庭センター・
介護福祉課・
自立生活支援課

44

40 被害者等に関する個人情報保護の支援 企画政策課・市民課 47

41 セクシュアル・ハラスメント等の防止の推進

具体的な事業として「国の
ハラスメント撲滅月間に合
わせた啓発の実施」「人権
110番の周知」「庁内におけ
るハラスメント防止に対す
る啓発の実施」「小中学校
教職員に対する服務自己研
修の実施」を追加

企画政策課・
広報秘書課・
職員課・
指導室

47

42 若年層への性犯罪・性暴力等への対策の推進 新規 企画政策課・指導室 47

①ＤＶの防止に向けた情報提
供や啓発、早期発見

②若い世代への啓発・教育の
推進

（２）被害者支援の推進 ①安全確保と自立支援の実施

（３）相談・連携体制の整
備・充実

Ｄ
Ｖ
計
画

３ 配偶者等からの暴力の
防止と被害者支援

（１）配偶者等からの暴力
の未然防止の意識づくり

困
難
女
性
支
援
計
画

　
Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

①相談体制の整備・強化【重
点】

４ ストーカー行為やハラ
スメント、性犯罪・性暴力
等への適切な対応と対策

【旧：ストーカーやハラスメ
ント、虐待等への適切な対応
と対策】

（１）ストーカー行為やセ
クシュアル・ハラスメン
ト、性犯罪・性暴力等への
対策の推進

①ストーカー行為やセクシュ
アル・ハラスメント等の防止
対策・支援等の充実
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基本目標 施策の方向 施策 前回計画からの変更点 担当課
素案該当
ページ

主要課題 事業名

43 各種健（検）診、保健指導等の充実 こども家庭センター 49

44 母性の健康管理の情報提供 こども家庭センター 49

45
リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健
康と権利）に関する情報提供

企画政策課 49

46 各種健（検）診等の実施 保険年金課・健康課 50

47 健康相談等の実施 健康課 50

48 健康手帳の交付 健康課 50

削除 医療機関等との連携
男女共同参画との関連性の
関係から、計画への掲載を
見送った

（健康課） -

削除 食育の推進
男女共同参画との関連性の
関係から、計画への掲載を
見送った

（健康課） -

49 自殺予防に向けた取組の推進 健康課 50

削除 成人を対象とした健康教育の実施
男女共同参画との関連性の
関係から、計画への掲載を
見送った

（健康課） -

50 エイズ対策普及・啓発 健康課 51

51 性的な発達への適応などの健康安全教育 指導室 51

52 援助を必要とする家庭への子育て支援事業の充実 こども家庭センター 53

53 ひとり親家庭へのホームヘルプサービスの推進 子育て支援課 53

54 困難な問題を抱える女性への支援体制の検討 新規

企画政策課・
地域福祉課・
子育て支援課・
関係各課

53

55 生活困窮者自立相談支援事業の実施 地域福祉課 54

56 「女性総合相談」の充実 企画政策課 54

57 ひとり親家庭及び女性の相談支援の充実 子育て支援課 54

58 庁内の相談体制の充実と相談機関の連携 広報秘書課 54

59 総合的で複雑な課題に関する相談の受付 地域福祉課 54

困
難
女
性
支
援
計
画

　
Ⅰ
　
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
多
様
性
を
認
め
合
う
社
会
を
つ
く
る

５ 生涯を通じた心と身体
の健康支援

（１）女性のライフステー
ジに応じた健康づくり

①母子保健事業等の推進

（２）性差や年代に応じた
心と体の健康づくり

①健康づくりの推進

②健康と性に関する学習・啓
発の充実

６ 様々な困難を抱えた女
性等が安心して暮らせる環
境の整備

（１）各家庭の状況等に応
じた支援

①支援が必要な家庭への各種
サポート

（２）自立した生活への支
援

①各種相談支援の実施
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基本目標 施策の方向 施策 前回計画からの変更点 担当課
素案該当
ページ

主要課題 事業名

60 多様なニーズに対応した保育サービスの充実 保育課 57

61 学童保育の推進 児童青少年課 57

62 居宅訪問による子育て支援事業の充実 こども家庭センター 57

63 親子で交流できるひろば事業の推進 こども家庭センター 57

64 放課後子ども教室の実施 生涯学習課 57

65 子育てに関する情報提供・相談の充実
こども家庭センター・
保育課

58

66 母子保健に対する男性への啓発・支援 こども家庭センター 58

67 父親の参画を促す各種育児教室・相談の実施 こども家庭センター 58

68 父親向け交流事業の推進
こども家庭センター・
児童青少年課

58

69 家族介護者への支援の充実 介護福祉課 59

70 男性の参加促進の視点を踏まえた各種講座の実施 公民館 59

71 地域参加講座の開催 生涯学習課 59

72 高齢者福祉・介護保険サービスの充実と相談支援 介護福祉課 59

73 障がい福祉サービスの推進と相談支援 自立生活支援課 60

74 家族介護者への支援の充実 介護福祉課 60

75
ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及・
啓発

企画政策課 63

76 多様な働き方の普及・啓発 経済課 63

77 労働相談などの各種相談窓口の周知
具体的な事業として「労務
相談」を追加

広報秘書課・経済課 64

78 関連法令等の周知徹底 経済課 64

79 公共調達における男女共同参画の尊重 管財課 64

80 就職支援講座の開催
事業名から「女性のため
の」を削除

企画政策課・経済課 66

81 職業能力の向上に向けた機会・情報の提供 経済課 66

82 こがねい仕事ネットを活用した就業支援 経済課 66

83 東小金井事業創造センターを活用した起業支援 経済課 66

84 事業所との連携及び情報提供 経済課 66

85 女性農業者への研修の促進 経済課 67

86 家族経営協定の締結促進 経済課 67

87 商工会等との連携 経済課 67

３ 女性の活躍と多様な働
き方への支援

（１）女性の就労に関する
支援

①女性の就業支援・起業支援

②農業・自営業等における男
女共同参画の推進

　
Ⅱ
　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現
し
た
暮
ら
し
を
め
ざ
す

女
性
活
躍
推
進
計
画

１ 家庭における男女共同
参画の推進

（１）育児支援体制の整備
①地域での子育て支援体制の
充実

（２）男性の家庭・地域活
動への参画促進

①男性の家事・育児・介護へ
の参画促進

②男性の地域活動への参画促
進

（３）介護等への支援体制
の整備

①高齢者・障がい者等への社
会的支援の充実

２ 働く場における男女共
同参画の推進

（１）ワーク・ライフ・バ
ランス（仕事と生活の調
和）に向けた環境づくり

①一人ひとりが働きやすい職
場づくりの促進【重点】

（２）働く場における男女
平等の推進

①雇用の場における男女共同
参画
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基本目標 施策の方向 施策 前回計画からの変更点 担当課
素案該当
ページ

主要課題 事業名

88 市民活動団体等の活動の支援 コミュニティ文化課 70

削除 青少年のための各種教室等の開催
男女共同参画との関連性の
関係から、計画への掲載を
見送った

（生涯学習課） -

89 各地域活動団体への支援
具体的な事業として「市立
公園の環境美化サポー
ター」を追加

介護福祉課・
子育て支援課・
児童青少年課・
環境政策課

70

削除 国内研修事業への参加の促進
近年の事業実施の状況を鑑
み、計画への掲載を見送っ
た

（企画政策課） -

90 児童館ボランティアの育成 児童青少年課 70

91 ボランティア育成の促進と地域リーダーの育成 生涯学習課 70

92 市民活動団体リストの活用 コミュニティ文化課 71

93 審議会委員等への女性の登用の促進 企画政策課 73

削除 防災・防犯分野における男女共同参画の推進
No.100、101において、より
具体的な事業として掲載

（地域安全課） -

94 指導的立場への登用に向けた女性のキャリア支援 職員課・指導室 73

95 男女共同参画関係団体への支援・連携
企画政策課・
コミュニティ文化課

74

96 市民や市民活動団体等との連携
企画政策課・
職員課・
コミュニティ文化課

74

97 多様な市民参加の推進 企画政策課 75

98 （仮称）男女平等推進センター整備の検討 企画政策課 75

99 女性談話室の活用 企画政策課 75

100 防災組織における男女共同参画の推進 新規 地域安全課 75

101 避難者に対する男女共同参画の視点の反映 新規 地域安全課 75

102 働きやすい職場環境の整備 職員課・指導室 77

103 男女平等の視点に立った配置内容への配慮 職員課 77

104 職員の男女平等意識向上に向けた取組の実施 新規 企画政策課・職員課 77

105 庁内連携の強化 企画政策課 78

106 男女平等推進審議会の運営 企画政策課 78

107 計画の進捗管理 企画政策課 78

108 国・都・他自治体との連携及び情報共有 企画政策課 78

削除 ８事業

新規 ６事業

　
Ⅲ
　
男
女
共
同
参
画
を
積
極
的
に
推
進
す
る

１ 政策・方針決定過程へ
の男女の参画

（１）政策・方針決定過程
への女性の参画拡大

①男女の市政参画の促進【重
点】

２ 市民参加・協働による
男女共同参画の推進

（１）市民参加・協働によ
る事業展開

①市民や地域団体との協働

②参画を促す環境づくり

３　推進体制の充実・強化

（２）計画の推進体制の強
化

①計画推進体制の整備

（１）庁内の男女平等の推
進

①市職員や教職員の男女平等
に向けた環境整備【重点】

Ⅱ
　
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

の
実
現
し
た
暮
ら
し
を
め
ざ
す

４ 市民がともに参画する
地域づくりや市民活動の促
進

（１）地域づくり活動にお
ける男女共同参画の推進

①地域活動団体等の活動促進

②地域における女性のエンパ
ワーメントの拡大
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No 委員 意見 11/19提言案での対応

1 降旗 P.2
３　「小金井市第6次男女共同参画行動
計画推進状況調査報告書（令和6年度実
績）」に対する評価及び意見について

　重点施策と掲げているものを取り上げて評価をすることが必要だと思います。重点施策がどうだったのかをま
とめて報告するものです。

　６つの重点施策を列挙して、それぞれコメントを入れました。

2 井口 P.4 4　男女平等意識の普及・浸透

　既に記載いただいているゴルフ大会の参加資格にかかる男女格差問題の内容に加え、意識啓発や情報周知の方
法についても、少し言及すると良いかもしれません。(3)検討・改善を望む事業においても、周知や啓発の工夫を
求める意見が複数含まれていますので。
　具体的な文案としてお伝えできず恐縮ですが、多くの世代に情報に触れてもらうことを目指すのであれば、現
状のイベント開催、紙媒体やHPでの情報周知からさらに市民の目に触れやすい周知・啓発方法の検討が求められ
ると思います。関心が低い人たちに対しても、周知したい情報や、啓発したい内容が、目に留まる機会を増やせ
るよう、こちらから仕掛ける姿勢が求められるかもしれません。

＜上記対策イメージ例＞
　現状の紙媒体、HP掲載などですと、関心を持っている人の目にしか留まりません。また、研修や学校などで紙
媒体資料やリーフレットを配布しても、一時的にしか記憶に留まらず、
費用対効果は以前ほどは高くないかもしれません。もちろん従来の手法を、今後も継続していく必要はあります
が、それに加えて若い世代30代以下に向けては、ショート動画やデジタルサイネージ等の活用は有効かもしれま
せん。
　例えば、人が集まりやすい商業施設や駅などに、キャッチコピー付きでショート動画を繰り返し流すことで、
なんとなく意識に留まる機会を増やしてみる手法もあると思います。
　今は生成AIの活用によって、動画作成のコストも抑えられるかと存じます。これらのショート動画は、イベン
ト開催前後などに来客者向けに繰り返し再生するなどして活用することも可能です。数ある事業において、それ
らを実践するのは難しいですが、次期計画で重点課題としている事業だけでも、あるいは若い世代に向けた啓発
だけでも、キャンペーン的に試行してみることは良いかもしれません。

　情報周知への工夫を促す一文を加えました。本市にある現状の資源でで
きる範囲を検討していきたいと思います。

3 井口 P.5 6　おわりに 　第6次行動計画を総括するコメントを一文入れられたら良いと思います。
　計画最終年度（令和７年度）の評価を待って、来年度の提言に盛り込む
のはいかがでしょうか。

4 安藤 P.3 （２）評価できる事業

　①から⑤までの事業で自己評価がＡのものは①②④で、残り③⑤はＢ評価です。（昨年度の提言書では（２）
評価できる事業①から⑦までの事業中、自己評価Ａは5事業、自己評価Ｂは2事業です。）もちろん、Ａ評価が絶
対というわけではありませんが、今回の提言案の取り上げた5事業がどうして特に評価されたのか、この案では十
分に読み取れません。今後とも、毎年、推進状況調査報告書とそれに基づく市長への提言をするのなら、ある程
度目安として評価できる事業とはどのようなものか指針を考えて申し送りしないと継続性が担保できないかもと
思います。例えば自己評価Ａが2年以上続いている事業とか、ＣやＢからＡに上がった事業とか。Ｂでも特記すべ
き記述があったとか。そうした事業に着目しつつ、調査報告書に基づく、市長への提言を時間をかけて作れるこ
とを切望します。
　No.66放課後子ども教室の実施は、昨年度もＡ評価で、年間延べ13万人以上の参加があり、市民との協働で20年
の実績であり、評価したい。
　担当課に着目して、Ａ評価をまとめた形で評価してもよい。例えば、公民館なら、「人権尊重、男女平等の視
点や男性参加の促進の視点での多様な講座開催を、市民による自主開催の支援や外国籍の市民との交流イベント
の開催等、多岐にわたる取組が評価できます。今後も生涯学習拠点としての役割が期待されます。」という文章
はいかがでしょう。

　評価できる事業に取り上げたのは、Ａ評価またはＢ評価のうち、審議会
や意見・質問シートで委員から評価する意見をお寄せいただいたものを参
考にして載せています。Ａ評価の事業のうち、評価できる事業に掲載すべ
き事業がありましたら各委員から積極的にご提案いただきたいです。
　No.66放課後子ども教室も評価できる事業に加えます。
　担当課でまとめるという記載方法も検討できます。

5 安藤 P.4 (３)検討・改善を望む事業

　No.100男女共同参画関係団体への支援・連携、No.103（仮称）男女平等推進センター整備の検討、No.104女性
談話室の活用
　男女共同参画の視点での市民活動は近年低下気味で、ここ2年支援実績もない状況です。耐震補強された婦人会
館内の女性談話室も、オープンスペースの機能は維持しつつも、男女共同参画の視点からの活用は市民からみる
と不十分なものです。いまだ実現に向けた第一歩も踏み出せていない（仮称）男女平等推進センター整備の検討
と合わせ、市民と市による新たな活動グループを立ち上げ、女性談話室で定期的な会合を開き、センター機能の
検討などを開始する必要があります。

 検討・改善を望む事業に加えます。
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